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第１ はじめに 

近年、頻発している災害において、高齢者などに被害が集中し、避難が適切に行えなか

った事例等を踏まえ、令和３年５月に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者一人

ひとりに「個別避難計画」を作成することが市町村の努力義務となりました。 

また、令和３年度介護報酬改定では、災害時に必要な介護サービスが継続的に提供でき

る体制を構築する観点から、すべての介護サービス事業者に業務継続計画（ＢＣＰ）の作

成が義務化されるなど、災害時における要介護高齢者等への支援体制については、重層的

な取り組みが求められている状況です。 

こういった中、本市では、避難行動要支援者の避難困難性を勘案し、福祉専門職の皆様

の参画、ご協力をいただきながら、令和６年度より優先度の高い方から、個別避難計画の

作成に取り組むことといたしました。 

本市では、個別避難計画の作成について「逃がしてもらうための計画ではなく、本人が

逃げるための計画づくり」を基本コンセプトに掲げています。これは、個別避難計画の作

成が、避難の主体となるご本人やご家族の “命を守ること（避難）”への意欲や想像力を

高めるきっかけとなり、これを起点として、日頃から災害に備えた行動を考え、周囲との

関係性を強化していく等、自ら支援の輪を広げていただきたいとの考えによるものです。 

要介護高齢者等については、心身の状況等によって、一般に考え得る避難方法等が困難

な場合も想定されます。しかしながら、関係者の皆様には、個別避難計画を作成すること

（プロセス）が、避難の可能性を高めるための取組そのものであることをご理解いただ

き、被害の最小化に向けた取組の推進にお力添えをいただきますようお願いいたします。 
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第２ 実施手順書について  

2.1 実施手順書について 
本手順書は、後述する５.２.４（２）②に示す区分のうち、「新規」又は「更新」に係る個別避難計

画の作成に関し、本業務の手順、確認すべき資料、留意事項等を示すことを目的としています。本手

順書の内容は、必要に応じて修正し、随時、本業務の受託者（実施者）と共有を図るものとします。 

 

2.2 用語の定義 
本手順書における用語の定義は次のとおりです。 

用語 定義 

本業務 市が発注する個別避難計画作成業務委託の業務内容の全部又は一部を指しま

す。 

受託者 本業務を受注した事業者を指します。 

事業者 指定介護予防支援事業者・第１号介護予防支援事業者又は指定居宅介護支援事

業者を指します。 

対象者 本手順書 4.2 に記載する本業務の対象者（個別避難計画を作成する対象者）又

は 5.1.2 で特定した対象者（訪問・面談を行う対象者）を指します。 

実施者 本手順書 4.3 に記載する本業務で個別避難計画を作成する者を指します。 

（ご）本人 対象者を指します。 

※ 本手順書において対象者を“本人”と呼称することで意図が伝わりやすい

と考えられる場合に用いています。 

（ご）本人等 対象者及びご家族や同居人、代理人となる方を指します。 

自宅 対象者が実際に居住している場所を指します。 

 

2.3 その他 
本手順書において、各ページに出てくるマーク等の意味は次のとおりです。 

 

  

マーク 意味 

 主に、実施者が本人等に説明する内容をまとめています。 

※ 本人等の状態に応じて、適宜、表現等を工夫してお伝ください。 

 

 

本文の補足説明やポイント、留意事項を記載しています。 

 

 

本文に関連した情報やその他の参考情報を記載しています。 
参考 
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第３ 個別避難計画について 

3.1 個別避難計画とは 
個別避難計画は、近年の災害における被害状況を踏まえ、令和３年５月の災害対策基本法の改正によ

り創設された規定（第 49 条の 14）を根拠とする計画で、避難の円滑化や避難行動への支援の可能性

を高めることを目的に作成するものです。 

 

 

 

 

 

 

3.2 個別避難計画作成の基本的な考え方 
本業務により作成する個別避難計画の基本的な考え方は、次のとおりです。実施者は、これらの趣旨

を踏まえて個別避難計画の作成にあたるとともに、本人等に理解を促してください。 

 

基本コンセプト 逃がしてもらうための計画ではなく、本人が逃げるための計画づくり 

○ 個別避難計画は、避難行動要支援者の避難行動やその支援に関し、受動的な内容を中心に記載す

るものではなく、災害時に本人や家族等が、可能な限り周囲からの支援を受けながら、その時々の

状況に応じて適切に判断し、避難を開始するために作成する計画です。 

○ このため、避難行動要支援者が家族及び関係者とともに、計画作成のプロセスを通じて、平時か

ら災害対応の意識を醸成し、避難の意欲を高め、周囲とのつながりを作ること等によって、避難の

実効性を高めていくことも、ひとつの目的としています。 

 

3.3 個別避難計画の作成にあたって前提となる事項 
個別避難計画の作成にあたっては、次に掲げる事項が前提となります。本業務の実施にあたっては、

これらを本人等に伝え、理解を促してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 個別避難計画は作成すること等によって、災害時の支援が必ずなされることを保証するもの

ではありません。 

○ また、個別避難計画の作成に携わる方（本業務の受託者（実施者）を含みます）や避難支援

等の協力者などの関係者が法的な責任や義務を負うものではありません。 

避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（令和３年５月改定 内閣府）抜粋 

 

参考 

個別避難計画については、計画に基づく避難支援等が必ず実施されることを保証するもので
はない。このことから、作成主体である市町村や、福祉専門職や社会福祉協議会など個別避難
計画の作成の事務の一部を受託等した者、民生委員や自主防災組織など個別避難計画作成等関
係者、避難行動要支援者の避難を支援する者等に対し、その結果について法的な責任や義務を
負わせるものではない。 

 

参考 

令和元年台風第 19 号では、死者のうち高齢者の割合が約 65％、令和２年７月豪雨では

79％に上るなど、近年の災害においても、高齢者をはじめとする避難行動要支援者の被害が大

きい状況が続いています。こういった状況を踏まえて、災害対策基本法が改正され、個別避難計

画の作成が市町村の努力義務となりました。 
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第４ 個別避難計画作成業務委託の概要 

4.1 本業務の構成と全体像 
区分 手順 業務の概要 

業務委託契約の締結 本業務を実施するにあたり、市と契約を締結します。 

※ 別冊「個別避難計画作成業務委託契約・請求手続きマニュア

ル（令和７年度版）」を参照してください。 

 
 

 
 

様式・資料の確認、準備 

（5.1.1） 

本業務を進めるにあたり必要となる様式や資料を確認し、準備

を行います。 

対象者の特定と基本事 

項の確認（5.1.2） 

個別避難計画を作成する対象者（4.2 参照）の中から、訪問・

面談を行う者を特定し、氏名、自宅住所、生年月日、介護度等

の基本情報を確認します。 

基本となる防災事項の 

理解、確認（5.1.3） 

本市の災害リスクや避難行動の基本について学習し、理解を深

めます。 

対象者に係る防災事項 

の確認 

（5.1.4） 

対象者自宅の災害リスク、災害リスクごとの避難行動、避難先

について、訪問・面談前におおよその内容を把握します。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

本業務の趣旨説明 

（5.2.1） 

市から本業務を委託されていることや本業務の趣旨を説明しま

す。 

避難行動要支援者支援 

制度の説明（5.2.2） 

避難行動要支援者支援制度の２つの取組（避難行動要支援者名

簿、個別避難計画）について説明を行います。 

避難行動要支援者名簿 

の提供に係る同意確認 

の説明（5.2.3） 

避難行動要支援者名簿（本人の情報）を平常時から避難支援等

関係者に情報提供することについて、同意の意向を確認し、同

意確認書を記入してもらいます。 

個別避難計画の作成 

（5.2.4） 

本人等と面談のうえ、個別避難計画を作成します。 

個別避難計画の提供に 

係る同意確認 

（5.2.5） 

作成した個別避難計画を平常時から避難支援等関係者に情報提

供することについて、同意の意向を確認し、同意確認書を記入

してもらいます。 

個別避難計画の共有 

（5.2.6） 

作成した個別避難計画の副本を本人等と共有します。また、本

人等から避難支援等協力者に計画を共有するよう促します。 

個別避難計画の今後の 

取扱いの説明（5.2.7） 

今後、個別避難計画に軽微な変更が生じた場合や事業者が変更

した場合の個別避難計画の取扱いについて説明します。 

 

個別避難計画の保管・管 

理（5.3.1） 

作成した個別避難計画（副本）を対象者のケアプランと一緒に

保管し、厳重に管理します。 

個別避難計画等の提出

（5.3.2） 

市に個別避難計画等の提出を行います。 

※ 別冊「個別避難計画作成業務委託契約・請求手続きマニュア

ル（令和７年度版）」を参照してください。 

5.1 

5.2 

5.3 

 訪
問
・
面
談
後 
訪
問
・
面
談
時 

 

 

訪
問
・
面
談
前 
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4.2 個別避難計画作成の対象者 
本業務において、個別避難計画を作成する対象者は、茅ヶ崎市に居住する在宅で生活しているの方※

のうち、次に該当する方とします。 

  

対象①  介護保険制度において要介護４又は５の認定を受けている方 

対象②  介護保険制度において要支援１から要介護３の認定を受けている方のうち、普段の移動に

関し、医療・福祉専門職の支援が必要又は介護車両が必要な方 

対象③  上記①又は②に準ずる方（市への相談が必要です） 

 

※ 長期入院や施設等に入所している方は、対象者となりません。 

施設等とは、特別養護老人ホーム／介護老人保健施設／介護医療院／養護老人ホーム／軽費老人ホ

ーム／有料老人ホーム／サービス付き高齢者向け住宅／認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

などを指します。 

 

 

 

  

 

4.3 個別避難計画作成の実施者 
本業務で個別避難計画を作成する者（実施者）は次のとおりとします。また、個別避難計画は、実施

者が対象者自宅を訪問し、本人等と面談をした上で作成するものとします。 

 

① 地域包括支援センターが受託者である場合は、所属する職員 

② 地域包括支援センター以外が受託者である場合は、当該受託者に所属する介護支援専門員 

  

 

 

 

4.4 委託料の支払い 
本業務の委託料は、後述する５.２.４（２）②に示す区分のうち、「新規」又は「更新」に係る個別避

難計画の作成に関し、仕様書及び本手順書に示す内容に沿って業務を履行し、様式１「個別避難計画・

個別避難計画の提供に係る同意確認書」の所定欄に必要事項が記入され、市の審査を受けたもの１件あ

たりについて、お支払いします。  

令和５年度に実施した避難行動要支援者チェックリスト作成業務委託において、分類が「Ｄ」

となった方は、本業務における個別避難計画作成の対象者となります。 

作成の対象者と実施者の関係の詳細は、巻末資料１を参照してください。 
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第５ 実施手順 

【凡例】 

 

5.1 訪問・面談前 

5.1.1 様式・資料の確認、準備 
本業務を進めるにあたり、必要となる様式や資料は、次のとおりです。実施者は、訪問・面談前に資

料等をあらかじめ確認し、準備を行います。なお、様式１及び様式２は、作成原本の提出が必要です。 

 

作成様式 

様式番号 様式名 主な手順 

様式１ 個別避難計画・個別避難計画の提供に係る同意確認書 

【原本提出】※ Ａ４両面に印刷して使用してください。 

5.2.4 

5.2.5 

様式２ 避難行動要支援者名簿の提供に係る同意確認書【原本提出】 5.2.3 

 

手順書資料 ※ 資料 4-1 以降は、防災に関する資料です。 

資料番号 資料名 主な手順 

資料１ （記入例）個別避難計画・個別避難計画の提供に係る同意確

認書 

5.2.4 

5.2.5 

資料 2 （記入例）避難行動要支援者名簿の提供に係る同意確認書 5.2.3 

資料 3-1 避難行動要支援者支援制度のご案内 5.2.2 

資料 3-2 避難行動要支援者支援制度に関する説明事項 

資料 3-3 個別避難計画における避難支援等の協力について 5.2.4 

資料 4-1 避難行動検討フロー（地震編・風水害編） 5.1.4 

5.2.4 

資料 4-2 茅ヶ崎市の災害リスクと避難行動 5.1.3 

5.1.4 

5.2.4 

資料 5-1 災害リスク早見表 5.1.4 

5.2.4 資料 5-2-１ 津波ハザードマップ 

資料 5-2-２ 津波避難ビル・津波避難地一覧 

資料 5-3 洪水・土砂災害ハザードマップ 

資料 5-4 風水害からあなたと大切な命を守るガイドＢＯＯＫ 

 説明資料 各手順において、実施者が本人等に説明し、又は手順を進めるにあたって基本と

なる資料 

  確認資料 各手順を進めるうえで、関連し、又は確認を必要とする資料 

 参考資料 必要に応じて、実施者や本人等が参照する資料 
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資料番号 資料名 主な手順 

資料 5-5 高潮ハザードマップ 

資料 5-6 震災時、茅ヶ崎市では『火災』が怖いって知っていますか？ 5.1.4 

5.2.4 資料 6-1 避難所・広域避難場所マップ 

資料 6-2 地震・風水害時の避難のポイント 

資料 6-3 災害情報の入手方法 

 

 

 

 

5.1.2 対象者の特定と基本事項の確認 
個別避難計画を作成する対象者（4.2 参照）から、訪問・面談を行う方を特定します。個別避難計画

の作成に至らない場合は、委託料をお支払いできませんので、特定にあたっては、事前に個別避難計画

作成の意向を確認してください。 

本業務を進める対象者の順番は、モニタリング等の機会等を勘案し、実施者が決めてください。ただ

し、「自宅の災害リスクが高い（複数ある）」、「同居者がいない」など、災害時の避難困難性が高いと考

えられる方を可能な範囲で優先してください。 

特定した対象者については、氏名、自宅住所、生年月日、介護度等の基本情報を確認します。 

 

 

 

 

 

5.1.3 基本となる防災事項の理解、確認 
本業務では、本市の防災事項を理解することが不可欠です。まず、次の確認資料により、本市の災害

リスクや避難行動の基本について学習し、理解を深めてください。 

 

なお、本業務において作成する個別避難計画で対象とする災害は、次のとおりです。 

参考災害については、事前に避難経路や避難先を定めることが困難であること等から、対象災害とし

ていませんが、後述する資料 4-1「避難行動検討フロー（地震編・風水害編）」において、参考災害の

災害リスクを把握した場合は、適切な避難行動について本人等と確認を行ってください。 

区分 対象災害 参考災害 

地震 家屋倒壊、津波 地震火災、土砂災害 

風水害 洪水、土砂災害、高潮 内水氾濫 

 

 

  確認資料 資料 4-2 茅ヶ崎市の災害リスクと避難行動（ｐ２～ｐ１０） 

資料取得 
 

防災事項に関する疑問点・不明点は、防災対策課（0467-81-7127）にお問合せください。 

個別避難計画は、必ず作成しなくてはならないものではありません。作成の意向がない方に

は、その判断が変わった場合に作成することが可能であることを伝えてください。 
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5.1.4 対象者に係る防災事項の確認 
実施者は、対象者自宅の災害リスクや災害リスクごとの避難行動、避難先について、訪問・面談前に

おおよその内容を把握してください。 

把握にあたっては、資料 4-1「避難行動検討フロー」（地震編又は風水害編の、それぞれスタート地

点から検討を始めます）をもとにして、確認資料を適宜参照してください。この段階で訪問・面談時の

作成イメージを膨らませておくことが、本業務を円滑に進めるうえで大変重要になります。 

 

□ 地震 

 

□ 風水害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 説明資料 資料 4-1 避難行動検討フロー（地震編） 

  確認資料 資料 4-2   茅ヶ崎市の災害リスクと避難行動 

資料 5-1   災害リスク早見表 

資料 5-2-１ 津波ハザードマップ 

資料 5-2-２ 津波避難ビル・津波避難地一覧 

資料 5-6   震災時、茅ヶ崎市は『火災』が怖いって知っていますか？ 

資料 6-1   避難所・広域避難場所マップ 

資料 6-2   地震・風水害時の避難のポイント（表面） 

資料 6-3   災害情報の入手方法 

 説明資料 資料 4-1 避難行動検討フロー（風水害編） 

  確認資料 資料 4-2 茅ヶ崎市の災害リスクと避難行動 

資料 5-1 災害リスク早見表 

資料 5-3 洪水・土砂災害ハザードマップ 

資料 5-5 高潮ハザードマップ 

資料 6-2 地震・風水害時の避難のポイント（裏面） 

資料 6-3 災害情報の入手方法 

 参考資料 資料 5-4 風水害からあなたと大切な命を守るガイドＢＯＯＫ 

災害リスクの確認や避難先、避難方法等の決定は、最終的に本人等に行っていただくもので

す。実施者は、本人等が理解、判断ができるよう適切にサポートしてください。 

 

 

 

 

参考 

 防災情報 

 津波防災マップ 

 洪水・土砂災害防災マップ 

 トップ画面 

パソコン版 スマホ版 
基準水位と浸水深 

 高潮浸水想定区域マップ 

家屋倒壊等氾濫想定区域

浸水継続時間など 

 災害リスクの確認は、 をご活用ください！ 災害リスク以外の情報も閲覧

が可能 
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5.2 訪問・面談時 

5.2.1 本業務の趣旨説明 
訪問・面談時には、まず、本業務の趣旨を本人等に説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 避難行動要支援者支援制度の説明 
避難行動要支援者支援制度について、本人等に説明を行います。 

実施者は、本人等に資料 3-1 を見てもらいながら、本制度の２つの取組（避難行動要支援者名簿の

作成・提供、個別避難計画の作成・提供）について、資料 3-2 の内容を本人等に説明してください。 

 

 

 

 

 

 説明資料 資料 3-1 避難行動要支援者支援制度のご案内 

資料 3-2 避難行動要支援者支援制度に関する説明事項 

 参考資料 本手順書 巻末資料２ 

本業務は、本人等の意向を確認しながら、進めてください。意向次第では、手順を部分的に

省略することも考えられますが、委託料のお支払いは、本手順書に沿って業務を履行し、様式

１「個別避難計画・個別避難計画の提供に係る同意確認書」の所定欄に必要事項が記入されて

いることが条件になりますので、ご注意ください。（4.4 参照） 

 

○ 私（実施者）は、個別避難計画の作成について市から委託を受けており、ご本人やご家族等

と一緒に計画を作成し、市に提出することになっています（ご本人は個別避難計画を作成する

対象者です）。 

○ 私（実施者）は、ご本人やご家族等の意向を確認しながら、本業務を進行していきます。 

○ 個別避難計画の作成にあたっては、ご本人やご家族等に災害リスクを正しく理解していただ

いたうえで、どのような避難行動を取ればよいか、どのタイミングで、どこに避難すべきか等

について知っていただきたいと考えています。また、これらを通して、災害時の「命を守るこ

と（避難）」について、関心を高めていただきたいと考えています。 

○ 災害の規模等によっては、公的な支援も含め、直ぐに助けが来ない（来られない）状況も十

分に考えられます。このため、災害時に周囲から可能な限り支援を受けながら避難をするため

には、自分たちで日頃の備えを充実させること、地域の方々も含めた周囲とのつながりを強化

していくことも、重要なポイントであることをご理解ください。 

避難行動要支援者支援制度の枠組み（２つの取組）と同意確認の関係は、本手順書の巻末資料

２も参照してください。 
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5.2.3 避難行動要支援者名簿の提供に係る同意確認 
実施者は、避難行動要支援者名簿（本人の情報）を平常時から避難支援等関係者に情報提供すること

について、本人等に同意の意向を確認し、様式２「避難行動要支援者名簿の提供に係る同意確認書」を

記入してもらいます。本人等には、制度全体の目的に鑑み、基本的に同意していただけるよう、実施者

より、促していただきたいと考えています。なお、記入後の様式２は、原本を市に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 説明資料 様式２ 避難行動要支援者同意確認書【原本提出】 

  確認資料 資料２ （記入例）避難行動要支援者名簿の提供に係る同意確認書 

 参考資料 本手順書 巻末資料３ 

心身の状態により、本人が記入できない場合は代理人による記入も可能です。また、代理人

がいない場合は、本人の意思を確認したうえで、実施者が代筆することも可能です（代理人欄

の記入例は、巻末資料３を参照してください）。 

 

 

 

 

参考 

避難行動要支援者のうち、避難行動要支援者名簿（本人の情報）を平常時から避難支援等関

係者に提供することに同意している方は、近年、６割程度で推移しています。 

同意していない方の中には「制度内容がよく分からない」といった理由で、同意しない方や

同意の意思が確認できない方も多くいらっしゃいます。 

一方、令和３年度に実施した個別避難計画作成モデル事業では、福祉専門職から制度の説明

を直接行っていただいたことにより、制度への理解が深まり、同意していなかった方の全員が

同意したという結果となりました。 

本業務を通じて、福祉専門職の皆様に直接的に働きかけていただくことで、ご本人等の制度

への理解が進み、安心感を得て、同意に転じていただきたいと考えています。 

個別避難計画 

避難行動要支援者 

名簿 

 制
度
全
体 

本人の基礎情報等 

避難に関する情報等 

関
係
者
へ
の
情
報
提
供 

制度全体の目的：避難支援や安否確認等の支援の輪を広げ、減災に繋げること 

同意 

 同意 

それぞれ同意 
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5.2.4 個別避難計画の作成 
（１）個別避難計画作成の流れ 

 様式１による個別避難計画作成の基本的な流れ（記入の順番）は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】災害対策地区防災拠点 

事業所名、電話番号、担当者

 

氏名・名称、本人との関係 

避難経路及びその他の事項
（その１） 

避難先 

福祉専門職等の所見 

要支援区分 

 避難に関する情報 

避難時に配慮が必要な事項 

医療・福祉に関する必需品 

地震 

風水害 

 避難支援等協力者の情報 

 作成者の情報 

情報提供の同意、確認日 

協力内容 

 避難に関する情報（再） 

 情報提供の同意確認 

手順 5.2.5 

 作成日、区分 

① 福祉専門職等の所見欄と対象者に係る防災事項の確認（5.1.4）を照らし合わせた上で、

地震、風水害のそれぞれについて、身の安全を確保できる避難先を決定します。 

② 避難に関する情報の記入内容を踏まえて、まず、身近な人による避難の検討を行います。

その後、必要に応じて、協力候補者を検討し、協力を依頼します。 

③ 避難支援等協力者の情報を記入後、計画において課題や不足事項が残る場合は、避難に関

する情報（避難経路及びその他の事項）に、その内容を追記します。 

 計画の共有 

手順 5.2.6 

① 

② 

③ 

 対象者に係る防災事項の確認 
避難経路及びその他の事項 
（その２） 

 計画の今後の取扱い 

手順 5.2.7 

 

 

 

 

参考 

 

個別避難計画の様式は、各市

町村によって様々です。 

本市においては、法定項目を

満たしながら、「避難（災害か

ら身を守ること）」に注目した

様式としました。 

様式１ 

 

手順 5.1.4 

様式１ 

住所、連絡先 
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（２）個別避難計画の作成 

実施者は、様式１により、本人等の意向を確認しながら、個別避難計画の作成を進めます。 

 

 

 

 

 

 

作成にあたって、実施者は次の事項に留意してください。 

○ 個別避難計画の各項目は、最終的に本人等が確認したうえで、記入してください。 

○ 災害リスクの確認や避難先、避難方法等を決めるにあたっては、本人等が正しく理解、判断がで

きるよう、実施者が適切にサポートしてください。（5.1.4  参照） 

○ 個別避難計画は、作成後に本人等だけでなく、関係者と共有（5.2.5、5.2.6 参照）することを前

提に作成してください。このため、本人の状態等を必ずしも詳しく知らない方にも理解しやすいよ

う、できるだけ平易な表現・言葉で、かつ簡潔に記入するよう心掛けてください。 

 

 各項目の記入要領は、次のとおりです（作成の流れは（１）参照）。 

① 作成日 【必ず記入】 

  個別避難計画の作成が最終的に完了した日を記入してください。 

 ② 区分 【必ず記入】 

  次のとおり、３区分を設けています。該当する区分にチェックをしてください。 
区分 考え方 作成・提出 

新規 対象者が初めて個別避難計画を作成する場合 実施者（受託者）

が作成し、市に

提出 

更新 既作成の個別避難計画について、以下の条件①②をいずれも

満たす場合の個別避難計画の内容変更 

 

【条件①】ア又はイのいずれか又は両方が該当すること 

ア 災害リスクの変更 

 転居やハザードマップの見直し等によって、対象者の災害

リスクの種別や程度（例：浸水深の変更）に変更が生じた場合 

イ 心身状況の変化 

 心身の状況が変化し、個別避難計画の「福祉専門職等の所

見」欄に大幅な変更が生じた場合 

 

 

同上 

※ 新規作成と

同様の手順によ

り個別避難計画

を更新 

 説明資料 様式１ 個別避難計画・個別避難計画の提供に係る同意確認書【原本提出】 

  確認資料 資料 1-1 （記入例）個別避難計画・個別避難計画の提供に係る同意確認書 

その他、本手順書 5.1.4 の資料を使用します。 

個別避難計画の作成にあたっては、訪問・面談前の手順（5.1.2～5.1.4）において、実施

者が事前に案を作成し、訪問・面談時にその内容を提示して、本人等と確認し、修正しながら

作成していく方法も考えられます。 

令和７年度 

試行的運用 

 

 

※更新区分

の該当可否

は、市にご

相談くださ

い。 
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区分 考え方 作成・提出 

【条件②】 

上記条件①の変更に伴い、個別避難計画の「避難経路及びその

他の事項」欄の避難方法に根本的な変更が生じる場合 

 

例 風水害のリスクのない場所から、土砂災害のリスクがあ

る場所に転居したことに伴って、これまで計画上で想定して

いなかった避難方法を新たに検討する必要が生じた場合 な

ど 

 

軽微な変更 上記、更新区分に該当する場合を除く内容変更 

 

例 単なる避難先の変更、避難支援等協力者の住所や電話番

号の変更・協力内容の追加 など 

 

本人等が作成 

し、市に提出 

 

③ 避難に関する情報 

項目名 記入要領 

要支援区分 

【必ず記入】 

○ 作成時点で実施者が把握している介護度及び障がい情報を記入

してください。 

○ 障がい情報については、実施者が把握している範囲で構いませ

ん。本人等に確認ができる場合は、確認した内容を反映します。 

 

福
祉
専
門
職
等
の
所
見 

避難時に配慮が必要

な事項 

【必ず記入】 

○ 対象者の避難能力について、実施者の専門性に基づく所見を心身

の状態像を中心に具体的に記入してください。 

○ 避難能力については、次の３要素を中心に記入してください。 

① 気象警報や避難情報（高齢者等避難など）の災害関連情報の取

得能力 

例 重度の難聴があり、大きな声で話をしないと聞こえない。 

② 避難そのものの必要性や避難方法等についての判断能力 

例 認知症で失語の症状があり、意思疎通が難しい。 

③ 避難行動を取る上で必要な身体能力 

例 ほとんど寝たきりの状態であり、座位・立位の保持はできな

いが、介助式車いすには乗ることができる。 

※ 医学的な病名、疾患名を記入する場合は、併せて、症状や状態

が分かるように記入してください。 

○ 対象者②（4.2 参照）の本欄の記入にあっては、対象者②の要件

である「普段の移動に関し、医療・福祉専門職の支援が必要又は介

護車両が必要な方」であることが分かる内容を記入してください。 
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項目名 記入要領 

医療・福祉に関する

必需品 

【必ず記入】 

 

 

○ 医療・福祉に関して、普段から対象者になくてはならない主なも

のを記入してください。種別は問いません。 

例 移動用リフト、スライディングボード、補聴器、在宅酸素機器

（ボンベ、ポータブル電源）、痰の吸引器、尿道カテーテル機器、

ストーマ用品、介助式車いす、歩行器、てんかんの薬 など 

○ 一般的な防災必需品（備蓄食料、ヘルメット、ラジオ等）は記入

しないでください。 

避難先の記入に入る前に、本人等と資料 4-1「避難行動検討フロー（地震編・風水害編）」

（5.1.4 参照）による災害リスクの確認、避難方法や避難先の検討を行ってください。 

※ 避難行動検討フローは、地震編・風水害編のいずれも確認、検討を行ってください。地震編

における地震火災は、参考災害としていますが、地震火災のリスクが確認された場合は、避難

のポイントについて、本人等と確認を行ってください。 

避
難
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

地震 

【必ず記入】 

○ 本人が自宅にいる状況を想定し、資料 4-1「避難行動検討フロ

ー（地震編）」をもとに、避難先（身を守ることができる安全な場

所）を決めてください。 

○ 津波からの避難に関しては、「避難対象地域」の該当有無によっ

て、避難先の検討方法が異なります。 

≪避難対象地域に該当しない場合≫ 

既に避難対象地域外に居るため、津波について避難は必要ありま

せん。条件が整っていれば、【在宅避難】を選択することも可能で

す。 

≪避難対象地域に該当する場合≫ 

津波について避難が必要です。資料 5-2-1「津波ハザードマッ

プ」により、基準水位や津波到達時間を確認し、避難対象地域外へ

の避難又は津波避難ビル、津波避難地等への避難を検討してくださ

い。 

○ 避難先は、必ずしも市の指定する避難場所に固執する必要はあ

りません。安全な場所を広く検討してください。（風水害において

も同様） 

○ すでに地域において避難先の取決めがある場合は、安全な場所

であることを確認のうえ、積極的に計画に反映してください。（風

水害においても同様） 

○ 地震においては、大きい揺れによって、全員が被災するという考

え方のもと、在宅避難をする場合も含め、避難先を必ず記入してく

ださい。（在宅避難の場合は、「自宅」と記入してください） 

○ 対象災害（地震：家屋倒壊、津波）以外の避難先は記入しないで

ください。 
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項目名 記入要領 

風水害 

【必ず記入】 

※災害リスクがない

場合は、「該当なし」

と記入 

○ 本人が自宅にいる状況を想定し、資料 4-1「避難行動検討フロ

ー（風水害編）」をもとに、避難先（身を守ることができる安全な

場所）を決めてください。 

○ 風水害は、ある程度予測が可能で、発災まで時間的猶予があるこ

とから、地震と比べて避難先の選択肢が広がる可能性があることに

留意してください。（例 市外の親戚宅、知人宅など） 

○ 洪水・高潮において、自宅が浸水想定区域内である場合、立退き

避難が原則ですが、条件が整っていれば、【垂直避難】を選択するこ

とも可能です。（資料 4-1 参照） 

○ 自宅で垂直避難することを選択した場合は、単に「自宅」と記入

せず、「自宅２Ｆ寝室」など、具体的に避難先を記入してください。 

○ 風水害においては、災害リスクがない場合、避難先に「該当な

し」と記入してください。 

○ 対象災害（風水害：洪水、土砂災害、高潮）以外の避難先は記入

しないでください。 

 

（参考） 

災害対策地区防災拠点 

○ 過去の災害では、避難所に避難しないと物資等の提供を受けられ

ないという思い込みやデマ等によって、避難所避難者と避難所に避

難していない避難者（在宅避難者や避難所外避難者といいます）と

の間で混乱が生じたとの事例が報告されています。 

○ 茅ヶ崎市では、災害対策地区防災拠点（公立小中学校 32 校）に

おいて、在宅避難者や避難所外避難者も水や食料、救援物資や支援

情報等の提供を受けることができます。資料 4-２「茅ヶ崎市の災害

リスクと避難行動」ｐ40 をもとに、当該拠点の役割を本人等に周

知してください。 

 

避難経路及びその他の事項 

（その１） 

【基本的に記入】 

○ 避難経路上の特に留意すべき点や具体的な避難方法（誰が、どう

やって）などについて検討し、その結果を記入してください。 

【避難経路】 

○ 避難経路とは、自宅外の避難先までの経路だけでなく、自宅内の

経路（例えば１階から２階）を含みます。経路上に危険箇所や急勾

配、段差等、特に留意すべき点がある場合に記入してください。 

※ “特に留意すべき事項”の記入を求めるもので、避難経路のすべ

てを記入する必要はありません。 

【避難方法】 

○ 避難方法については、「避難時に配慮が必要な事項」や「避難先」

等の内容を踏まえ、誰が、どうやってなどの避難方法を具体的に記

入してください。 

例 別居の長男が自家用車で迎えにくる予定。本人をベッドから介
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項目名 記入要領 

助式車いすに移し、自宅前から車で避難先に移動する。 

○ また、避難方法の検討においては、条件を整えることで、避難の

実現性の高い避難先（風水害においては垂直避難、地震においては

在宅避難）を選択することも可能であることに留意してください。 

○ 垂直避難や在宅避難が選択できない場合でも、理想的な避難方法

に固執しすぎず、許容できる範囲で、避難の実現性が高い方法を積

極的に検討してください。 

【その他】 

○ 地震と風水害で避難先が異なる場合は、それぞれの内容を区別し

て構いません。 

○ 本人等の意向により、災害のリスクがない場合の万が一に備えた

避難や、対象災害ではない災害リスク（例 地震火災）からの避難に

ついて記入する場合は、本欄に記入してください。 

 

避難経路及びその他の事項 

（その２） 

【該当する場合は、必ず

記入】 

（後述する避難支援等協力者の記入後に記入） 

○ 個別避難計画において、課題や不足事項が残る場合は、作成時点

の成熟度を確認できるようにするため、本欄に記入（追記）してく

ださい。 

例 玄関までのアプローチに段差があり、避難にあたって協力者を

必要としているが見つかっていない。 

 

 

④ 避難支援等協力者の情報 【必ず記入】 

 ア 避難支援等協力者について 

個別避難計画には、原則として１名以上の避難支援等協力者を記入してください。  

まず、本人等に次の内容を説明し、理解を促してください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

○ 避難支援等協力者とは、任意の協力によって、できる範囲で避難支援や安否確認等を行って

いただく方のことです。 

○ ただし、その協力を保証するものではなく、また、協力者が法的な責任や義務を負うもので

はありません。あくまで、避難の円滑化や避難行動への支援の可能性を高めるために協力を

依頼し、了承を得て、協力者となっていただくものです。 

○ 協力候補者への依頼は、原則として本人等が行ってください。実施者は、協力候補者となる

方を一緒に検討するなど、必要なサポートを行います。 

協力候補者への協力依頼は、原則本人等から行っていただきますが、本人と周囲との関係

性は様々であるため、必要に応じて、実施者が調整するなど、サポートを行ってください。  

また、日頃の地域との関わり方を含め、本人等と周囲との関係についてヒアリングを行

い、可能な限り、協力者を掘り起こしてください。 
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イ 避難支援等協力者の協力内容 

避難支援等協力者に依頼する協力内容は、下表を参考に検討してください。なお、個別避難計画に

は、主な協力内容があらかじめ記載されていますが、項目にない協力内容は、その他欄に記入してく

ださい。 

   

   

 

 

 

 

 

 

ウ 避難支援等協力者の範囲等 

 避難支援等協力者となる方の範囲と考え方は次のとおりです。 

○ 避難難支援等協力者は、どなたでもなっていただくことが可能です。  

ご家族でも構いません。また、本人との関係性も問いません。 

○ 個人である必要はなく、組織・団体（自治会、介護サービス事業所など）でも可能です  

  すでに地域において協力者の取り決めがある場合は、積極的に計画に反映してください。 

実施者（受託者）や介護サービス事業所においても、業務継続計画（BCP）の作成状況を踏まえ、

可能な範囲で協力内容を検討してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害種別 発災前の予測 
避難の 

タイミング 
避難支援等の内容（例） 

地震 

ほぼ不可能 

（震源、規模等により

大きくことなるため、

想定が困難） 

発災後 

・安否確認 

・避難情報などの伝達（津波警報な

ど） 

・一緒に避難する（安全な場所）     

など 

風水害 

ある程度可能 

（気象予報やハザード

マップに基づきある程

度想定可能） 

発災前 

・避難しているかの確認 

・避難情報などの伝達（市が発令する

高齢者等避難など） 

・一緒に避難する（安全な場所）など 

個別避難計画を作成するプロセスを通じて、本人への協力・支援の輪を広げ、避難の可能

性を高めていくということが重要です。 

このため、協力内容は、広く様々な形を想定しており、限定はしていません。例えば、遠

方に住んでいる方であっても、避難情報などの伝達であれば協力できる場合もあります。 

 

 

 

 

参考 

阪神・淡路大震災では、生き埋めや閉じ込められた際の救助の主体は、本人と家族を含む「自

助」が７割弱、約３割が隣人等の「共助」によるものでした。 

また、東日本大震災では、実際に避難の呼び掛けや避難の支援にあたった方は、家族や同居人

が最も多く、次いで近所の人や友人等の面識のある人、３番目は福祉施設等の職員やケアマネ

ジャー、ヘルパーであったという国の調査結果があります。 

この結果は、自ら備えること（自助）だけでなく、日頃から周囲とのつながりや関係性を強化

していくこと（共助）の重要性を物語っています。 

参考 資料 4-2 茅ヶ崎市の災害リスクと避難行動（ｐ5～6） 

出典 資料 4-2 茅ヶ崎市の災害リスクと避難行動（ｐ7） 
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エ 避難支援等協力者の記入 

 避難支援等協力者の記入にあたっては、次の流れを基本としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 身近な人による避難の 

検討 

まず、本人の状態や配慮事項などをよく把握していると考えら

れる、本人により身近な方（家族、同居人、親族等）での対応

を検討します。 

※ ご家族も避難支援等協力者として記入することが可能です。 

２ 協力候補者の検討 

身近な人だけでは避難の対応が難しい場合は、周囲との関係

性を確認し（掘り起こし）、協力をお願いできる可能性のある

候補者を選定します。 

※ 個人だけでなく、組織・団体も候補になり得ます。 

３ 協力候補者への依頼 

原則、本人等から、協力の依頼を行いますが、実施者は、必要

に応じて本人等をサポートしてください。依頼する際は、適

宜、資料 3-3 を相手に示して説明し、協力を依頼します。 

※ 資料 3-3 の説明ポイントは、次頁を参照してください。 

５ 様式１への記入 

様式１「個別避難計画」の避難支援等協力者の情報欄に当該協

力者の情報、協力内容、避難支援等関係者への情報提供に係る

同意有無及び確認日を記入します。 

４ 協力者情報の提供に 

ついての説明 

協力の了承を得られた場合は、協力者本人の情報を第三者に

提供することに関して、次の２点を説明してください。 

① 協力者本人の情報は、本人とその家族等や他の協力者、実

施者と共有されること。 

② 協力者本人の同意があった場合は、協力者本人の情報を平

常時から避難支援等関係者に情報提供すること。 

※ ②については、必ずしも同意する必要はありません。同意

の意向を確認し、確認日を控えておきます。 

18



 

 
 

資料 3-3 による避難支援等協力者の候補者への説明のポイントは、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  避難支援等協力者の情報欄の記入要領は次のとおりです。 

項目 記入内容 

氏名又は名称 個人の場合は氏名、組織・団体の場合は名称を記入してださい。 

本人との関係 組織・団体の場合は、記入は必須ではありません。 

住所 個人の住所又は組織・団体の所在地を記入してください。 

（組織・団体で所在地が特定できない場合は記入不要です） 

連絡先 協力者の連絡先を記入してください。 

協力内容 協力内容を１つ以上選択してください。選択肢がない場合は、その他

欄に具体的な協力内容を記入してください。 

避難支援等関係者への情

報提供 

□ 同意します □ 同意しません のいずれかを選択してください。 

また、同意の有無を確認した日付を記入してください。 

 

⑤ 作成者の情報 【必ず記入】 

 実施者の所属する事業所名、連絡先及び実施者名（担当者）を記入してください。 

 

⑥ 資料添付 

 個別避難計画に基づく避難を促す観点から、本人等の意向を確認したうえで、計画には、次の資料を

添付してください。なお、添付資料は市に提出する必要はありません。 

 

添付資料 添付の効果 

資料 6-2 地震・風水害時の避難

のポイント 

誰しも、災害時は動揺し、避難の判断を正常に行えない状況も想

定されます。こうした場合に、避難の必要性や適切な避難行動を

改めて確認するための資料です。 

資料 6-3 災害情報の入手方法 避難の必要性を把握するために、災害情報の収集手段を確認する

ための資料です。（平常時から備えておくことも重要です） 

 説明資料 資料 3-3 個別避難計画における避難支援等の協力について 

 

○ 避難支援等協力者の協力は、協力することを保証するものではなく、また、法的な責任や義

務を負うものではありません。あくまで、避難の円滑化や避難行動への支援の可能性を高め

るために協力していただくものです。 

○ 個別避難計画に記入する協力内容は、できる範囲で構いません。また、災害時には、ご自身

や家族等の安全を最優先としたうえで、可能な範囲で協力いただくことで問題ありません。 

○ 協力者となった場合、あなたの情報は、本人等や他の協力者、実施者に共有されます。 

○ また、避難支援等協力者（あなた）の同意を得て、平常時から避難支援等関係者にあなたの

情報を提供します（同意しない場合は情報提供しません）。これについて同意されるかどうか

について確認させてください。 
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添付資料 添付の効果 

その他資料 

例 避難先地図、持ち物リスト、

緊急連絡先一覧、週間予定表など 

その他、本人固有の資料は、様々に想定されます。 

個別避難計画に基づく避難に必要な資料は、積極的に添付してく

ださい。 

 

5.2.5 個別避難計画の提供に係る同意確認 
実施者は、作成した個別避難計画の情報を平常時から避難支援等関係者に情報提供することについ

て、本人等に同意の意向を確認し、様式１「個別避難計画の提供に係る同意確認書」へ記入してもらい

ます。   

その際、次の内容を説明してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 説明資料 様式 1 個別避難計画・個別避難計画の提供に係る同意確認書【原本提出】 

  確認資料 資料 1 （記入例）個別避難計画・個別避難計画の提供に係る同意確認書 

 参考資料 本手順書 巻末資料３ 

 

○ 本書面は、平常時から避難支援等関係者に個別避難計画の情報を提供することについて、同

意の有無を確認するものです。書面の内容を読んで（確認して）、同意するか同意しないかを

選択してください。 

○ 特に、同意によって、災害時の支援が必ずなされることを保証するものではないこと、避難

支援等関係者や計画作成に携わった関係者が法的責任や義務を負うものではないことを理解

してください。 

代理人による記入や実施者が代筆することも可能です（代理人欄の記入例は、巻末資料３を参

照してください）。 

 

 

 

 

参考 

右のグラフは、阪神・淡路大震災時の自宅での負傷原因を表

したものです。負傷原因の７割が家具等の転倒落下とガラスの

飛散によるものでした。就寝位置や家具配置の変更など、生活

空間のレイアウトの見直しが重要ですが、こういった対策に限

界がある場合は、家具の固定なども検討しましょう。 

市では、家具の転倒防止金具等の取付や自宅の耐震診断、

耐震補強、耐震シェルター等の支援や補助を行っています。  

必要に応じて、巻末資料４「市の補助金等を利用して地震

からご自宅を守りませんか？」をご案内ください。 

（問合先 建築指導課課 0467-81-7185） 

日本建築学会「阪神淡路大震災 住宅内部被害調査報告書」
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5.2.6 個別避難計画の共有 
実施者は、作成した個別避難計画の副本を作成し、１部を本人等と共有してください。 

また、次の内容を説明し、本人等から避難支援等協力者に、個別避難計画の情報を必要な範囲で共有

するよう促してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.2.7 個別避難計画の今後の取扱いの説明 
  作成した個別避難計画の今後の取扱いに関して、本人等に、次の内容を説明してください。 

 

（１）個別避難計画の軽微な変更 

  5.2.4（２）②に示す区分のうち、「軽微な変更」にあたる個別避難計画の内容変更は、必要に応じて

変更内容を実施者や避難支援等協力者と共有したうえで、本人等が様式１「個別避難計画・個別避難計

画の提供に係る同意確認書」に記入し、市に提出する必要があることを説明してください。 

  

（２）事業者が変更した場合の取扱い 

  本人が利用する事業者が変更した場合は、原則として変更後の事業者にケアプラン（居宅サービス計

画）とともに、個別避難計画を引き継ぐ旨を説明し、了承を得てください。（6.2 参照） 

 

 

5.3 訪問・面談後 

5.3.1 個別避難計画の保管・管理 
実施者は、作成した個別避難計画（副本）を対象者ごとに、ケアプラン（居宅サービス計画）と一

緒に保管し、厳重に管理してください。 

 

5.3.2 個別避難計画等の提出 
個別避難計画の作成後は、別冊「個別避難計画作成業務委託契約・請求手続きマニュアル（令和７

年度版）」に則って、月次報告書を作成し、期日までに個別避難計画を提出してください。  

 

○ 個別避難計画は、災害時の避難のために作成した計画です。本人等が、いざという時に取り

出して、計画を参考にしながら行動に移すことができるよう、情報管理に注意して、手元に

保管してください。 

○ また、個別避難計画に記入した避難支援等協力者には、作成した個別避難計画の情報を必要

な範囲で（必ずしも個別避難計画の情報のすべてを共有する必要はありません）、本人等から

協力者に共有してください。共有にあたっては「関係者の個人情報が含まれているため、情

報管理を徹底したうえで保管してほしい」と伝えるようにしてください。 
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第６ 個別避難計画の点検・更新及び引継ぎ 

6.1 個別避難計画の点検・更新 
個別避難計画の作成後は、本人の心身の状況や生活環境等の変化に伴い、計画の内容と実際の状況が合

わなくなることも想定されます。 

このため、実施者は、モニタリング等の機会を通じ、作成済みの個別避難計画が 5.2.4（２）②に示す

区分のうち、「更新」に該当する状況にあるかについて、適宜点検を行い、該当する場合は、個別避難計

画の更新を行ってください（令和７年度は、更新区分について試行的に運用しますので、該当可否につい

ては市にご相談ください）。 

また、実施者は、5.2.4（２）②に示す区分のうち、「軽微な変更」にあたる内容変更を把握した場合は、

本人等が様式１「個別避難計画・個別避難計画の提供に係る同意確認書」に記入し、市に提出することに

ついて促してください。（5.2.7（１）参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.２ 個別避難計画の引継ぎ 
本人が利用している事業者に変更があった場合は、実施者（受託者）は、変更後の事業者に原則と

して個別避難計画を引き継いでください。（5.2.7（２）参照） 

 

 

 

 

 

 

 

個別避難計画における「更新」と「軽微な変更」の区分について 

○ 個別避難計画の作成後は、様々なきっかけで内容の変更が想定されますが、これら変更が

個別避難計画の実効性にもたらす影響の度合いは一律ではありません（例えば、本人が転居

する場合でも、同じ集合住宅の別の部屋に転居する場合もあれば、想定される災害リスクが

全く異なる場所に転居する場合もあり、転居という事象をもって、一概に個別避難計画への

影響をはかることは困難です）。 

 ○ このため、本市では、“個別避難計画の前提に長期的かつ大幅な変更を伴う事象”が発生し

た場合には、個別避難計画の全体を見直す必要が生じるものと整理し、その考え方を「更

新」の区分として具体化しました。（5.2.4（２）②参照） 

○ 一方で、更新の考え方に当てはまらない内容変更は、「軽微な変更」として、本人等が様式

１により市に変更後の内容を提出いただくこととしました。 

本業務の契約を締結している事業者は、市ホームページ（ページ名：個別避難計画作成業務
委託（事業者向け））に順次掲載予定です。 
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第 7 問い合わせ先 

本手順書に関する質問等は、次の問合わせフォームからお願いします。 

また、本業務に関する各種資料は、市ホームページから取得してください。 
 

 

 

 

 

 

 

【事務担当】 
茅ヶ崎市役所 福祉部 高齢福祉課 いきいき推進担当 
電  話 ０４６７-８１-７１６２（直通） 
メール kourei@city.chigasaki.kanagawa.jp 

 

 

 

第８ 改訂履歴 

 

版 数 改 訂 日 改 訂 内 容 

第 1.0 版 令和７年４月 14 日 初版 

第 1.1 版 令和７年５月 30 日 ・ｐ19 上段、資料 3-3 による避難支援等協力者の候補者へ

の説明のポイントのうち、４つ目の○について、「同意しない

場合は情報提供しません」に修正（併せて資料 3-3 も修正） 

・ｐ23 に第８更新履歴を追加 

第 2.0 版 令和７年 10 月 16 日 津波ハザードマップ（令和７年８月作成）の更新に伴う手順

書及び資料の修正等 

 

  

 お問合せフォーム 
 

 資料の取得 
（ 市 HP ） 
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※①耐震診断をしなくてもご利用できます

ご自宅を守る！ 

『②耐震補強』 

いつもいる部屋を守る！ 

『③耐震シェルター等』 

はい 

はい 

「倒壊する可能性がある」 

家具の固定で安全を支援します！ 

『④家具転倒防止金具』 

ご自宅は築４０年以上※の木造戸建て住宅ですか？ 
※昭和５６年５月３１日以前に着工

所有者の方 又は 所有者の 

ご家族の方が住んでいますか？ 

詳しくは裏面をご覧ください 

いいえ 

と診断されたら 

補
助
金
は
利
用
で
き
ま
せ
ん いいえ 

『①耐震診断』を実施してみましょう！ 

33247
長方形

33247
テキストボックス
巻末資料４



 

 

ご自宅の健康診断のようなものです。 

住宅の地震に対する安全性の確認や耐震 

補強の提案及び補強工事の概算の費用を 

知ることができます。 

「耐震シェルター」 

お問い合わせ先  

茅ヶ崎市役所 都市部 建築指導課 建築安全担当 
電 話 ０４６７－８１－７１８５（直通） 

FAX ０４６７－５７－８３７７ 『たいのあっぷ君』 

それぞれの補助等には利用条件がございます。また、上記以外の補助メニューも 

ございますので、詳しくは、以下のお問い合わせ先までお気軽にご相談ください。 

「耐震ベッド」 

家具転倒 

防止金具 

① 

耐震診断 

② 
耐震補強 

①で「倒壊する可能性がある」と診断された

住宅を「倒壊の恐れが少ない」住宅とする 

ために行う補強工事のことです。 

寝室や睡眠スペース等に安全な

空間を確保し、命を守る「耐震

シ ェ ル タ ー」や「耐 震 ベッ ド」の 

ことです。 

③ 

耐震 

シェルター等  

【市 補 助 金 対 象】 
「木造戸建て住宅」の耐震メニュー 

④『家具転倒防止金具』等取付支援メニュー 

地震が発生した際、ご自宅の家具が倒れないよう

にするため、『家具転倒防止金具』等の取り付け  

支援を行っています。 

金具代等の実費負担のみでご利用いただけます。 
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